
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

規

則

�
香
川
県
立
文
書
館
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
法
務
文
書
課
）

一

�
香
川
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
環
境
・
水
政
策
課
）

四

告

示

�
騒
音
規
制
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
工
場
等
に
お
い
て
発
生
す
る
騒
音
等
に
つ
い
て
規
制
す

る
地
域
の
指
定
等

（
環
境
管
理
課
）

�
平
成
十
三
年
香
川
県
告
示
第
四
百
六
十
七
号
（
特
定
建
設
作
業
に
伴
つ
て
発
生
す
る
騒
音

の
規
制
に
関
す
る
基
準
別
表
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
区
域
の
指
定
）
の
一
部
改
正

（

〃

）

�
騒
音
規
制
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
地
域
の
廃
止

（

〃

）

五

�
平
成
十
二
年
香
川
県
告
示
第
八
百
号
（
騒
音
規
制
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

指
定
地
域
内
に
お
け
る
自
動
車
騒
音
の
限
度
を
定
め
る
省
令
の
規
定
に
基
づ
く
区
域
の
指

定
）
の
一
部
改
正

（

〃

）

�
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
）

（
道
路
保
全
課
）

�
道
路
の
区
域
変
更
及
び
供
用
開
始
（
二
件
）

（

〃

）

六

�
香
川
県
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
取
消
し

（
会

計

課
）

公

告

�
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請

（
県
民
参
画
課
）

七

�
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
（
二
件
）
（
経
営
支
援
課
）

�
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
計
画
の
適
否
決
定

（
土
地
改
良
課
）

八

�
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
二
件
）

（
都
市
計
画
課
）

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

�
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
指
定
し
た
旨
の
報
告

�
漁
業
法
に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
三
分
の
一
の
数

�
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
の
報

告
�
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出

�
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出

九

�
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
等
の
届
出

�
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
取
消
し
の
届
出

香
川
県
立
文
書
館
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
百
十
六
号

香
川
県
立
文
書
館
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
立
文
書
館
規
則
（
平
成
六
年
香
川
県
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
号
の
表
ビ
デ
オ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第９９号

平 成１７年

１２月１６日（金曜日）

規

則

マ
ル
チ
ス
キ
ャ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

一
台
に
つ
き
一
回

二
千
円

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

（
第
九
二
九
六
号
）

一



文 書 等 閲 覧 請 求 票

年 月 日

香川県立文書館長 殿

□ 調査研究 □ 史誌編さん □ その他（ ）

※
返 却
時 刻

※
貸 与
時 刻

資 料 名
（簿 冊 名／件 名）
（文書群名／史料名）

利用証
番 号氏 名

完結年度
作 成 年

閲覧目的

資料番号

注 ※の欄には、記入しないでください。

第３号様式（第８条関係） 香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

（
第
九
二
九
六
号
）

二



第
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

文書等・行政資料複写許可申請書

年 月 日

香川県立文書館長 殿

□ コピー □ マイクロフィルムプリント □ 写真撮影

枚 数複 写
ページ

枚 数

金 額

利用証
番 号

資 料 名
（簿 冊 名／件 名）
（文書群名／史料名）

※
合
計

氏 名

複写目的

複写方法

資料番号

注１ ※の欄には、記入しないでください。
２ 行政資料のみの複写の場合は、利用証番号欄及び複写目的欄には、記入する必要はありません。

第５号様式（第１１条関係）香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

（
第
九
二
九
六
号
）

三



附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
号
様
式
及
び
第
五
号
様
式
の
改
正
規
定
は
、

平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
百
十
七
号

香
川
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
香
川
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
九
の
項
中
「
の
規
定
に
基
づ
く
事
業
計
画
の
」
を
「
、
第
十
条
第
一
項
、
第
十
四
条
第
一

項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
三
十
九
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
十
第
一
項
、

第
五
十
二
条
第
一
項
、
第
五
十
五
条
第
十
二
項
、
第
七
十
一
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
七
十
一
条
の
三

第
十
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
」
に
、
「
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
六
十
六
条
第
一
項
」
に
、
「
設
立
の

認
可
の
申
請
」
を
「
事
業
計
画
の
策
定
若
し
く
は
同
法
第
六
十
九
条
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
く
事
業
計
画

の
変
更
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
七
百
五
十
号

騒
音
規
制
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
工
場
等
に
お

い
て
発
生
す
る
騒
音
及
び
特
定
建
設
作
業
に
伴
っ
て
発
生
す
る
騒
音
に
つ
い
て
規
制
す
る
地
域
（
以
下
「

指
定
地
域
」
と
い
う
。
）
並
び
に
同
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
地
域
に
お
け
る
特
定
工
場
等

に
お
い
て
発
生
す
る
騒
音
に
係
る
時
間
及
び
区
域
の
区
分
ご
と
の
規
制
基
準
並
び
に
騒
音
規
制
法
第
十
七

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
地
域
内
に
お
け
る
自
動
車
騒
音
の
限
度
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
二
年

総
理
府
令
第
十
五
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
別
表
備
考
の
規
定
に
基
づ
く
区
域
を
次
の
と
お
り
定

め
、
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
「
別
図
第
一
」
及
び
「
別
図
第
二
」
は
、
省
略
し
、
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
そ
の
図
面
を

香
川
県
環
境
森
林
部
環
境
管
理
課
及
び
三
豊
市
市
民
部
環
境
衛
生
課
に
備
え
置
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指
定
地
域

三
豊
市
の
う
ち
別
図
第
一
に
着
色
し
た
部
分
の
区
域

二

特
定
工
場
等
に
お
い
て
発
生
す
る
騒
音
に
係
る
時
間
及
び
区
域
の
区
分
ご
と
の
規
制
基
準

三

省
令
別
表
備
考
の
区
域
の
区
分

１

ｂ
区
域

三
豊
市
の
う
ち
別
図
第
二
に
黄
色
で
着
色
し
た
地
域

２

ｃ
区
域

三
豊
市
の
う
ち
別
図
第
二
に
桃
色
で
着
色
し
た
地
域

●
香
川
県
告
示
第
七
百
五
十
一
号

平
成
十
三
年
香
川
県
告
示
第
四
百
六
十
七
号
（
特
定
建
設
作
業
に
伴
つ
て
発
生
す
る
騒
音
の
規
制
に
関

す
る
基
準
別
表
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
区
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
八
年

時
間
の

区
分

区
域

の
区
分

昼
間

午
前
八
時

か
ら

�������
午
後
七
時

������	

ま
で

朝
・
夕

午
前
六
時
か
ら

午
前
八
時
ま
で

��������
及
び

�������	

午
後
七
時
か
ら

午
後
十
時
ま
で

夜
間

午
後
十
時
か
ら

�����
翌
日
の
午
前
六

����	

時
ま
で

第
二
種
区
域

五
十
五
デ
シ
ベ
ル

五
十
デ
シ
ベ
ル

四
十
五
デ
シ
ベ
ル

第
三
種
区
域

六
十
五
デ
シ
ベ
ル

六
十
デ
シ
ベ
ル

五
十
デ
シ
ベ
ル

第
四
種
区
域

七
十
デ
シ
ベ
ル

六
十
五
デ
シ
ベ
ル

六
十
デ
シ
ベ
ル

備
考

一

「
第
二
種
区
域
」
と
は
、
別
図
第
一
の
う
ち
黄
色
で
着
色
し
た
部
分
の
区
域
を
い
う
。

二

「
第
三
種
区
域
」
と
は
、
別
図
第
一
の
う
ち
桃
色
で
着
色
し
た
部
分
の
区
域
を
い
う
。

三

「
第
四
種
区
域
」
と
は
、
別
図
第
一
の
う
ち
青
色
で
着
色
し
た
部
分
の
区
域
を
い
う
。

告

示

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

（
第
九
二
九
六
号
）

四



一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一
中
「
及
び
平
成
十
七
年
香
川
県
告
示
第
六
百
十
五
号
」
を
「
、
平
成
十
七
年
香
川
県
告
示
第
六
百
十

五
号
」
に
、
「
（
以
下
」
を
「
及
び
平
成
十
七
年
香
川
県
告
示
第
七
百
五
十
号
（
騒
音
規
制
法
の
規
定
に

よ
る
特
定
工
場
等
に
お
い
て
発
生
す
る
騒
音
等
に
つ
い
て
規
制
す
る
地
域
の
指
定
等
）
（
以
下
」
に
改
め

る
。

●
香
川
県
告
示
第
七
百
五
十
二
号

昭
和
四
十
九
年
香
川
県
告
示
第
六
百
六
十
五
号
（
騒
音
規
制
地
域
の
指
定
等
）
で
定
め
た
指
定
地
域
の

う
ち
高
瀬
町
、
三
野
町
、
豊
中
町
、
詫
間
町
及
び
仁
尾
町
に
係
る
部
分
並
び
に
平
成
十
一
年
香
川
県
告
示

第
百
四
十
号
（
騒
音
規
制
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
工
場
等
に
お
い
て
発
生
す
る
騒
音
等
に
つ
い
て
規
制
す

る
地
域
の
指
定
等
）
で
定
め
た
指
定
地
域
の
う
ち
詫
間
町
に
係
る
部
分
を
平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日

限
り
廃
止
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
七
百
五
十
三
号

平
成
十
二
年
香
川
県
告
示
第
八
百
号
（
騒
音
規
制
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
地
域
内

に
お
け
る
自
動
車
騒
音
の
限
度
を
定
め
る
省
令
の
規
定
に
基
づ
く
区
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
し
、
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

二
中
「
、
多
度
津
町
、
三
野
町
、
豊
中
町
、
詫
間
町
及
び
仁
尾
町
」
を
「
及
び
多
度
津
町
」
に
改
め
る
。

三
中
「
、
多
度
津
町
、
高
瀬
町
、
三
野
町
、
豊
中
町
、
詫
間
町
及
び
仁
尾
町
」
を
「
及
び
多
度
津
町
」

に
改
め
る
。

●
香
川
県
告
示
第
七
百
五
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日
か
ら
平
成

十
八
年
一
月
六
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

大
屋
富
築
港
宇
多
津
線
（
百
八
十
六
号
）

三

道
路
の
区
域

●
香
川
県
告
示
第
七
百
五
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日
か
ら
平
成

十
八
年
一
月
六
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

坂
出
市
林
田
町
字
大
番
北
二
六
七
七
番

甲
地
先
か
ら

坂
出
市
林
田
町
字
番
屋
前
三
五
三
六
番

五
地
先
ま
で

前

三
・
四

〜
一
六
・
五

一
二
七
〇

旧
道
の
坂
出

市
移
管
に
伴

う
不
用
物
件

化

坂
出
市
林
田
町
字
大
番
北
二
六
七
七
番

甲
地
先
か
ら

坂
出
市
林
田
町
字
番
屋
前
四
二
八
五
番

一
二
〇
地
先
ま
で

前

二
五
・
〇

〜
五
〇
・
〇

一
二
三
六

坂
出
市
林
田
町
字
大
番
北
二
六
七
七
番

甲
地
先
か
ら

坂
出
市
林
田
町
字
番
屋
前
三
五
三
六
番

五
地
先
ま
で

後

二
五
・
〇

〜
五
〇
・
〇

一
四
九
一

県
道
林
田
府

中
線
重
用

二
五
五
ｍ

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

（
第
九
二
九
六
号
）

五



一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

詫
間
琴
平
線
（
二
十
三
号
）

三

道
路
の
区
域

●
香
川
県
告
示
第
七
百
五
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
併
せ
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
新
た
に
道
路
の
区
域
と
な
っ
た
道
路
の
部
分

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日
か
ら
平
成

十
八
年
一
月
六
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

大
野
原
川
之
江
線
（
九
号
）

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

●
香
川
県
告
示
第
七
百
五
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
併
せ
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
新
た
に
道
路
の
区
域
と
な
っ
た
道
路
の
部
分

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日
か
ら
平
成

十
八
年
一
月
六
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

観
音
寺
佐
野
線
（
八
号
）

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

●
香
川
県
告
示
第
七
百
五
十
八
号

香
川
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
条
例
第
十
一
号
）
第
五
条
の
香
川
県
証
紙
の
売
り
さ
ば
き

人
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
十
一
月
三
十
日

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

三
豊
郡
高
瀬
町
大
字
上
高
瀬
字
竹
田
一

四
五
四
番
一
地
先
か
ら

三
豊
郡
高
瀬
町
大
字
上
高
瀬
字
竹
田
一

四
四
八
番
一

前

一
三
・
七

〜
二
三
・
二

四

道
路
区
域
の

見
直
し
に
よ

る
不
用
物
件

化

後

一
三
・
七

〜
一
三
・
七

四

地
先
ま
で

三
九
・
八

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

観
音
寺
市
大
野
原
町
海
老
済
乙
一
二
四

番
一
地
先
か
ら

観
音
寺
市
大
野
原
町
海
老
済
乙
一
二
四

番
一
地
先
ま
で

前

一
〇
・
〇

〜
一
三
・
〇

三
八

道
路
災
害
復

旧
工
事
に
伴

う
区
域
変
更

後

一
八
・
〇

〜
二
〇
・
五

三
八

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

観
音
寺
市
大
野
原
町
井
関
乙
四
五
番
三

地
先
か
ら

観
音
寺
市
大
野
原
町
井
関
乙
四
七
番
三

前

一
〇
・
〇

〜
一
七
・
六

七
〇

道
路
災
害
復

旧
工
事
に
伴

う
区
域
変
更

後

二
八
・
〇

〜

七
〇

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

（
第
九
二
九
六
号
）

六



二

住
所

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
詫
間
一
三
三
八
―
一
三

三

氏
名

詫
間
町

四

売
り
さ
ば
き
場
所

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
詫
間
一
三
三
八
―
一
三

●
香
川
県
公
告
第
六
百
九
十
五
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
書
類
は
、
香
川
県
政
策
部
県
民
参
画
課
に
備
え
置
き
、
平
成
十
八
年
二
月
二
日
ま
で
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
地
域
生
活
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
「
風
」

野
崎

晃
広

丸
亀
市
飯
山
町
東
坂
元
一
九
六
四
番
地
三

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
の
あ
る
人
の
地
域
生
活
を
支
援
し
、
自
立
と
社
会
参
加
を
促
進
す
る
こ
と
を
通

し
て
、
地
域
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
六
百
九
十
六
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
を
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
公
告

平
成
十
七
年
香
川
県
公
告
第
四
百
六
十
九
号

二

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ヤ
マ
ダ
電
機
テ
ッ
ク
ラ
ン
ド
高
松
春
日
店

高
松
市
春
日
町
二
一
八
番
地
一
ほ
か

三

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
松
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し

四

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
し
た
者
及
び
当
該
意
見
の
概
要

該
当
な
し

五

意
見
書
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１

縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
高
松
市
産
業
部
商
工
労
政
課

２

縦
覧
期
間

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日
（
金
曜
日
）
か
ら
平
成
十
八
年
一
月
十
六
日
（
月
曜
日
）
ま
で

●
香
川
県
公
告
第
六
百
九
十
七
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
を
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
公
告

平
成
十
七
年
香
川
県
公
告
第
四
百
七
十
号

二

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ヤ
マ
ダ
電
機
テ
ッ
ク
ラ
ン
ド
高
松
鶴
市
店

高
松
市
鶴
市
町
七
二
四
番
地
一
ほ
か

三

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
松
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し

四

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
し
た
者
及
び
当
該
意
見
の
概
要

該
当
な
し

五

意
見
書
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

公

告

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

（
第
九
二
九
六
号
）

七



１

縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
高
松
市
産
業
部
商
工
労
政
課

２

縦
覧
期
間

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日
（
金
曜
日
）
か
ら
平
成
十
八
年
一
月
十
六
日
（
月
曜
日
）
ま
で

●
香
川
県
公
告
第
六
百
九
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十

二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
奥
谷
地
区
共
同
施
行
の
土
地
改
良
事
業
（
非
補
助
土
地
改
良
事
業
奥

谷
地
区
）
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
適
当
と
す
る
旨
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
三
野
町
建
設
課
に
お
い
て
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
十
八
年
一
月
十

七
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
六
百
九
十
九
号

国
分
寺
町
か
ら
高
松
広
域
都
市
計
画
ご
み
処
理
場
（
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
）
の
図
書
の
写
し
の
送
付

を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
香
川
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
七
百
号

東
か
が
わ
市
か
ら
東
か
が
わ
都
市
計
画
下
水
道
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法

（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
、
香
川
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
一
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
個
人
演

説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
、
平
成
十
七
年
十
二
月
二
日
次
の
施
設
を
指
定
し
た
旨

三
木
町
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

竹




克

彦

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
二
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
八
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
人
名
簿

の
確
定
に
伴
う
同
法
第
九
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

竹




克

彦

一
、
九
七
〇
人

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
三
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
個
人
演

説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
指
定
し
た
次
の
施
設
に
つ
い
て
、
平
成
十
七
年
十
二
月

五
日
そ
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
詫
間
町
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

竹




克

彦

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
四
号

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

名

称

所

在

地

香
川
県
立
高
松
圏
域
健
康
生
き
が
い
中
核
施
設

木
田
郡
三
木
町
大
字
氷
上
二
九
四
〇
番
地
一

名

称

所

在

地

香
川
県
立
三
豊
圏
域
健
康
生
き
が
い
中
核
施
設

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
詫
間
一
三
三
八
番
地
一
二
七

詫
間
町
緑
の
村
管
理
セ
ン
タ
ー

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
大
浜
甲
一
六
三
三
番
地
二
九

荘
内
自
然
休
養
村
セ
ン
タ
ー

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
大
浜
甲
一
八
九
一
番
地
一

粟
島
開
発
総
合
セ
ン
タ
ー

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
粟
島
八
六
一
番
地
一
七

松
崎
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
松
崎
七
一
七
番
地
一

箱
浦
ビ
ジ
タ
ー
ハ
ウ
ス

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
箱
八
五
九
番
地
二
九

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

（
第
九
二
九
六
号
）

八



政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体

の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
公

表
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

竹

�

克

彦

一

そ
の
他
の
政
治
団
体

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出

事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表

す
る
。平

成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

竹

�

克

彦

一

政
党
の
支
部

二

そ
の
他
の
政
治
団
体

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
解
散
等
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

竹

�

克

彦

一

そ
の
他
の
政
治
団
体

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管

理
団
体
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
公
表
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

竹

�

克

彦

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

香
川
重
廣
後
援
会

西
村

徳

曽
我
部
良
則

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
炭
所
東
六
二

二
―
一
四

小
亀
重
喜
氏
を
支
援
す

る
会

小
亀

重
喜

小
亀

恵
美

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
吉
野
三
四
一

○

近
藤
け
ん
じ
後
援
会

近
藤

賢
司

小
野
勘
四
郎

三
豊
郡
財
田
町
財
田
中
一
六
二
二
―

二

城
中
利
文
後
援
会

中
西

久
量

松
田

真
弓

三
豊
郡
仁
尾
町
大
字
仁
尾
乙
六
一
五

―
一

宮
本
よ
う
子
後
援
会

宮
本

陽
子

福
田
美
枝
子

三
豊
郡
仁
尾
町
大
字
仁
尾
丁
三
五
九

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

公
明
党
香
川
県
本
部

代

表

者

の

氏

名

都
築

信
行

猿
渡

孝
次

会
計
責
任
者

の

氏

名

野
口

勉

都
築

信
行

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

梶
河
正
孝
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

木
田
郡
庵
治
町
四
七
二

木
田
郡
庵
治
町
六
三
九
三

―
六
一

政
治
団
体
の
名
称

片
山
け
い
じ
後
援
会

Ｃ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ｕ
Ｒ
Ｙ
２１

税
理
士
に
よ
る
森
田
一
後
援
会

溝
渕
敬
後
援
会

三
宅
洋
行
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
取
消

し
の
届
出
を
し
た
者
の

氏
名

公

職

の

種

類

取

消

し

の

届

出

の

あ

っ

た

資

金

管

理

団

体

の

名

称

香
川

重
廣

満
濃
町
長

Ｃ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ｕ
Ｒ
Ｙ
２１

三
宅

洋
行

山
本
町
議
会
議
員

三
宅
洋
行
後
援
会

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

（
第
九
二
九
六
号
）

九
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平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所

香

川

県

庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

（
第
九
二
九
六
号
）

一
〇


